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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

総括研究報告書 

都市機能等の整備と協調してアクセシビリティを確保しつつ 

持続可能な医療提供体制を構築するための研究 

研究代表者 石川 ベンジャミン 光一 
国際医療福祉大学 大学院 医学研究科 教授 

 

研究要旨 

2025 年の地域医療構想の実現と次期医療計画の策定に向けて、地域を主体とした医療提供

体制についての検討が進められている。近年では各種のオープンデータの整備を通じて検

討のための基礎データは充実してきているものの、現場での議論で利用するにはデータの

加工が不可欠であり、現場ですぐに活用可能な実務的資料の整備が求められている。 

本研究では①地域分析用統合データベースの構築と分析を行い、②医療機関の再編等に伴

うアクセシビリティ変化の評価を可能とするとともに、③交通網・都市整備において活用

可能な補助金等の調査を行い、持続可能な医療提供体制を構築するための情報とノウハウ

を整備することを目的として検討を行った。 

今年度は研究の最終年度としてこれまでに構築した地域分析用統合データベースの拡充と

可視化資料の追加・更新を行い、地域・病院の類型化に重点を置いて研究を行った。その

結果として人口をほぼ２分する大都市型圏域・地方都市型圏域における差異を示すととも

に、全人口の１割が居住する過疎地域型圏域における課題を明らかにした。今後はこうし

た地域の類型化と共に、各圏域における病院の医療機関機能についての検討を行い、有効

な地域医療構想の策定につなげることが重要と考えられた。また交通網・都市整備事例と

補助金についての地域事例調査においては、バリアフリー法に関連した実態資料の調査を

行い、医療アクセシビリティの維持および改善には、都市全体機能との協調をはかりなが

ら、医療機関との結節点における整備が鍵となることが示された。今後はこうした研究の

成果を踏まえて新たな地域医療構想の策定に向けて各地域での調整を行うことが重要と考

えられる。 

 

研究分担者 

村松 圭司（産業医科大学 准教授） 

石田 円 （国際医療福祉大学 講師） 

 
Ａ．研究目的 

2025 年の地域医療構想の実現と次期医療計

画の策定に向けて、地域を主体とする医療提供

体制についての検討が進められている。近年で

は各種のオープンデータの整備を通じて検討

のための基礎データは充実してきているもの

の、現場での議論で利用するにはデータの加工

が不可欠であり、現場ですぐに活用可能な実務

的資料の整備が求められている。また 2024 年

度には新たな地域医療構想等に関する検討会 1

も始まり、地域提供体制に関する検討は団塊

ジュニアの高齢化と生産年齢人口の縮退が大

きな課題となる 2040 年へとその視野を広げつ
 

1 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_
436723_00010.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html
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つある。 

本研究では、Tableau Public により無償公開

してきた地域医療分析用資料を更新・拡充して、

①地域分析用統合データベースを構築し、②医

療機関の再編等に伴うアクセシビリティ変化

の評価を可能とするとともに、③再編統合事例

で利用されてきた都市整備事業や活用可能な

補助金等の調査を行い、持続可能な医療提供体

制を構築するための情報とノウハウを整備す

ることを目的として検討を行った。 

 
Ｂ．研究方法 

本研究は次の３項目を組み合わせて実施し

た。 

①地域課題を明らかにするためのデータ

ベース整備と分析：地域の人口と医療需要推計、

保険医療機関データ・病床機能報告・DPC オー

プンデータに基づく医療供給体制のデータを

構築し、全国での状況を可視化する。このデー

タを用いて２次医療圏を人口規模と人口密度

に基づいて類型化した上で、大都市型、地方都

市型、過疎地域型それぞれ類型の特徴と課題に

ついて検討を行った。また医療機関については

医師数規模による類型化と入院で取扱う傷病

と症例数の観点から分析し医療器肝機能につ

いての検討を行った。 

②医療機関の再編等に伴うアクセシビリ

ティ変化の評価：患者の所在地から医療機関ま

での自動車による運転時間に基づくアクセシ

ビリティについてのデータべースを整備し、病

院の理論的な診療圏を可視化するとともに、医

師数規模などをもちいて病院を区分し、地域に

おける人口カバー率や推定移動時間を可視化

した。 

③交通網・都市整備において活用可能な補助

金等の調査：東京都および台東区を事例として、

関連する会計資料等の文献調査を行い、特にバ

リアフリー法に関連する事業についての分析

を行った。 
 

Ｃ．研究結果 

1. 地域課題を明らかにするためのデータベー

ス整備と分析 

２年間の研究成果としてインターネットで

公開中の各種資料に追加して、既存資料への機

能追加と新たな可視化資料の開発を行った。 

1) DPC 調査データ資料の改善 

2022 年度 DPC 調査結果の資料を追加した。

また MDC 別病床数の資料において、施設概要

表に基づく各病院の DPC 対象病床数と傷病別

データで確認可能な割合を示すようにした(図
１)。４疾病の病床数を示す資料にも同様の機

能追加を行った。昨年度追加した症例数の範囲

を区切って病院の傷病別・手術あり患者の診療

実績を表示するダッシュボードに追加して、病

院地図を拡大して表示する機能を追加した(図
２)。傷病別の症例数・施設数を表示するダッ

シュボードに各病院の症例数の下限を設定し

て表示する機能を追加した(図３)。この機能に

関連して地域を絞り込んで傷病別の施設数、症

例数の実数を確認できる表を追加した(図４)。
さらに新規の画面として、地域を絞り込んで傷

病別の症例数・施設数を表示する際に、施設の

症例規模別の構成割合を確認することができ

る機能を追加した(図５)。 

2) 病床機能報告資料の改善 

2022 年度病床機能報告結果に基づく資料を

追加した。施設票職員数に基づく代表的な機能

としては、①施設票職員数に基づく施設マップ

(図６)、②都道府県別の職員数(図７、２次医療

圏のドリルダウンが可能)、③職種別・都道府

県別の職員数(図８、設置主体での知り込みが

可能)、④圏域別職種別職員数(図９)、⑤都道府

県別・２次医療圏別職種別・施設別職員数(図
10)、⑥施設別・職種別職員数(図 11)がある。 

また、病棟票の入退院経路別患者数に基づく

ものには、①入退院経路別の円グラフによる病

院マップ(図 12)、②２次医療圏別施設別患者数

および病床機能区分別患者数(図 13)、③地域を

絞り込んで病院の入退院経路を示す資料(図
14)、④病院の病床機能と入退院経路別・入院
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種別の患者数(図 15)がある。 

3) 地域の類型化に関する資料 

2024 年度に開催された新たな地域医療構想

等に関する検討会において構想区域の人口動

態についての検討で用いられた３つの地域区

分 2－大都市型、地方都市型、過疎地域型－に

従い地域の類型化に関する資料を作成した。 

人口については 2020 年国勢調査および国立

社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来

推計人口（令和５（2023）年推計）3、日本の

地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）

4を利用し、2022(令和４年)病床機能報告の報

告結果 5における施設票および様式１病棟票の

データを統合することで図 16-29 に示す資料

を作成し Tableau public を通じて公開した。 

2. 医療機関の再編等に伴うアクセシビリティ

変化の評価 

1) 自動車による運転時間データの計算 

２点間の自動車による運転時間を計算する

プログラムを利用して、１辺約１Km の基準地

域メッシュ(第３次地域区画、以下 1Km メッ

シュとする)6から 2022 年度病床機能報告を

行った病院までの移動時間の計算を行った。移

動に使用する道路については 2021 年４月時点

の道路ネットワークデータを用し、最も運転時

間が短くなるルートを検索した。なお計算に際
 

2 第９回新たな地域医療構想等に関する検討会(2
024/09/30)：資料２新たな地域医療構想につい

て（入院医療、在宅医療、構想区域等） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/ 
001309842.pdf 

大都市：100 万人以上 あるいは 2,000 人/㎢以上 
地方都市：20 万人以上 あるいは 10-20 万人かつ

200 人/㎢以上 
過疎地域：上記以外 
3 https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyos

on23/t-page.asp 
4 https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyos

on18/t-page.asp 
5 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b

unya/open_data_00011.html 
6 https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.ht

ml 
 

しては、道路種別毎に移動速度 7を設定し、交

差点を通過する毎に 6 秒を加算し、有料道路を

利用する場合／しない場合の２パターンで計

算を行った。この結果に公益財団法人統計情報

研究開発センターが提供する 2020 年国勢調査

に関する地域メッシュ統計による 1Km メッ

シュの性・５歳年齢階級別人口を組み合わせて、

運転時間に基づく診療圏の人口や地域から見

たアクセシビリティの分析に利用した。この

データを可視化して公開した資料の例を図

30(有料道路利用あり)と図 31(有料道路利用な

し)に示す。 

2) 病院の医師数規模別のアクセシビリティ 

上記のデータに 2022 年度病床機能報告にお

ける病院の常勤換算医師数を統合して可視化

した資料を Tableau public を通じて公開した。 

具体的な資料としては、都道府県あるいは２

次医療圏について指定した医師数規模の病院

へのアクセスを地図により可視化し(図 32)、有
料道路利用の有無によるアクセシビリティの

比較資料(図 33)、施設の常勤換算医師数により

病院を絞り込んだ場合のアクセシビリティの

比較資料(図 34)と、医師数の条件別・地域類型

別にアクセシビリティを比較する資料(図 35)、
設定した医師数の条件に従い、地域類型別・２

次医療圏別にアクセシビリティを比較する資

料(図 36)がある。 

3. 地域分析用統合データベースのガイド機能 

これまでに開発した地域分析用統合データ

ベースに基づく資料をシナリオに沿って確認

するための案内資料として、地域分析用統合

データベース：病院向け資料ガイドを作成し・

Tableau public を通じて公開した(図 37)。 

2024 年度末の時点では、図 16 から 29 で紹

 

7 道路種別毎の移動速度の設定値 
 一般国道 （   無料） 50Km/時 
 主要地方道 （有料/無料） 50Km/時 
 県道/市道 （有料/無料） 40Km/時 
 一般道 （有料/無料） 30Km/時 
 細街路 （有料/無料） 20Km/時 
 フェリー （有料   ） 15Km/時 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/%0b001309842.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/%0b001309842.pdf
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00011.html
https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html
https://www.stat.go.jp/data/mesh/m_tuite.html
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介した地域人口と病院医師数に関する資料 12
件、医師数の条件に基づきアクセシビリティを

検討するための資料(図 34、図 36)および病院

の診療圏に関する資料(図 30、図 31)の計 16 件

へのダイレクトアクセスを実現している。 

4. 交通網・都市整備事例と補助金についての

地域事例調査 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下、バリアフリー法）に関連し

て、国―広域自治体―基礎自治体がどのような

会計予算に基づきバリアフリーを中心とした

整備・支援を行っているかについて実態資料を

もとに調査を行った。その結果として広域自治

体（都道府県）での一般会計では総務費、都市

整備費、福祉費、保健医療費に医療機関と関連

する項目があり、特に医療機関へのアクセシビ

リティの観点では都市整備費を中心としたイ

ンフラの維持確保予算が中心となることが示

された。一方で基礎自治体（市区町村）では広

域自治体からの支出金予算や単独予算による

助成金を交付しており、助成金の一部では基礎

自治体による交付要綱の整備、都道府県からの

権限委譲が進み、法令− 都道府県条例− 市区町

村行政計画が連動しているものもあった。 
 

Ｄ．考察 

1. 地域課題を明らかにするためのデータベー

ス整備と分析 

今年度の研究では既存資料への機能追加と

新たな可視化資料の開発を行った。このうち

DPC 調査データについては、2022 年度調査結

果を可視化して提供を開始するとともに、病院

の傷病別症例数に基づいて、地域において入院

治療の対応が可能な施設の数や取扱い可能な

症例数の合計を示す資料を追加した。2024 年

12月 18日に公表された新たな地域医療構想等

に関する検討会のとりまとめ 8では、構想区域

ごとに確保すべき高齢者救急･地域急性期機能､

在宅医療等連携機能､急性期拠点機能､専門等

 

8 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.h
tml 

機能と、広域な観点で確保すべき医育及び広域

診療機能について、医療機関機能として医療機

関から都道府県に報告する仕組みの創設が含

まれている。今回追加した DPC 調査結果に基

づく傷病別・診療規模別の地域集計資料はこう

した病院の類型化・医療機関機能の検討におけ

る重要な資料となることが期待される。 

また、地域の類型化に関しては、新たな地域

医療構想等に関する検討会において示された

基準に従い、現在の人口と人口密度に基づいて

地域の類型化を行い、今後予想される人口の変

化と病院の医師数規模に注目した分析を行っ

た。その結果として、大都市型、過疎地域型の

圏域に我が国の人口が大きく２分される一方

で、生産年齢人口については 2040 年に団塊

ジュニアの世代が退職を迎えても 20-40 歳代

の人口の減少が少ない大都市圏と、減少幅の大

きな地方都市の間に顕著な差が認められた。こ

うした大都市と地方都市の差は人口の移動、特

に再生産年齢の女性の流出の影響が大きいも

のと考えられる。 

また過疎地域型の医療圏は現状で 1,128 万

人と総人口(1 億 2,615 万人)の約１割を占めて

いるものの、2040 年に向けて極端な高齢化、

生産年齢の縮小と少子化を経験することにな

る。こうした地域については、隣接する圏域と

医療圏を統合したとしても、規模の経済の恩恵

を受けられるほどには人口は増加しないため、

2030 年から始まる次期の医療計画期間に向け

ては医師数をはじめとする地域の医療資源の

確保しつつ、地域内で完結可能な医療の内容を

慎重に見定める必要がある。 

なお、2024 年 12 月 18 日に公表された新た

な地域医療構想等に関する検討会のとりまと

め 9では、構想区域ごとに確保すべき高齢者救

急･地域急性期機能､在宅医療等連携機能､急性

期拠点機能､専門等機能と、広域な観点で確保

すべき医育及び広域診療機能について、医療機

関機能として医療機関から都道府県に報告す

る仕組みの創設が含まれている。こうした医療
 

9 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.h
tml 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
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機関機能を裏付けるものとして病院の医師数

は大きな影響力を持つ。本研究では病床機能報

告のデータを用いて常勤換算医師数を 100 人、

50 人、20 人及び 10 人を閾値として区分して

検討したが、総医師数が 100 人を超えるような

医療機関は全国に 509 施設に限られており、そ

の半数(264 施設)は大都市型医療圏(48 圏域)に
集中している(図３)。今後の検討にあたっては、

医師数規模に基づいて各病院が提供する入院

医療の内容について傷病別の診療範囲の観点

から検討することにより、地域における各病院

の医療機能をより具体的に把握することが可

能となり、新たな地域医療構想の策定に役立つ

ものと考えられる。 

2. 医療機関の再編等に伴うアクセシビリティ

変化の評価 

今年度の研究では、2020 年国勢調査人口と

2021 年道路ネットワークを利用した自動車に

よる運転時間の計算を行い、病院の理論的な診

療圏についての可視化を行うとともに、医師数

規模別に医療機関を選択した場合のアクセシ

ビリティの変化についての検討を行った。これ

により、施設規模が大きく多様な傷病にも対応

が可能と考えられるような病院へのアクセス

と、小規模であったとしても地域に密着した機

能を持つと考えられる病院へのアクセスを数

値化して評価することができるようになった。

今後は本研究で構築した統合データべースに

対して、DPC 調査データにおける傷病別患者

数や外来機能報告における専門外来機能など

の実績データを連結していくことで、より広範

囲にわたる医療技術へのアクセシビリティに

関する検討が可能になるものと考えられる。 

3. 地域分析用統合データベースのガイド機能 

今年度開発した地域分析用統合データベー

ス：病院向け資料ガイドにより、利用者が迅速

に必要なデータを確認することができるよう

になった。今後は DPC 調査結果などの資料を

ガイドに追加し、より総合的な観点から地域医

療提供体制について検討できるように機能強

化を図ることが望まれる。 

4. 交通網・都市整備事例と補助金についての

地域事例調査 

広域自治体の一般会計歳出では、民生費・土

木費・総務費・衛生費等の歳出項目、総務費、

都市整備費、福祉費、保健医療費において医療

機関と関連する項目がある。特にアクセシビリ

ティ改善に利用されるのは、民生費補助金が対

応する福祉関連施策、土木費・都市整備費に関

するインフラの維持確保予算が対応している

と考えられる。 

東京都の一般会計（歳出）にも国庫支出金と

して国からの委託による予算も一部あるが、事

業委託費や調査費の利用であり直接的な支出

項目にならない。これは都道府県が市町村の作

成する移動円滑化促進方針や重点整備地区の

計画を支援する役割を担うためであり、計画策

定や事業実施の補助金や技術支援に予算が割

り当てられる点に起因すると考えられる。 

また基礎自治体（市区町村）の一般会計歳出

には、国および都道府県からの支出金予算を含

む補助金があるもの（マンション共用部バリア

フリー支援、バリアフリー事業費、）や個別の

事例に助成金を交付しているものもあった（福

祉のまちづくり助成）。助成金は市区町村ごと

の交付要綱の整備、都道府県からの権限委譲

（条例の事務処理特例制度）が進み、国：法令

− 広域自治体：条例− 基礎自治体：行政計画の

連動が機能していると考えられた。 

ただしハード側面の支援において個別の助

成件数が確認できたのは、福祉のまちづくり助

成、マンション共用部分バリアフリー化支援な

ど７年間の調査のうちいずれも数件に留まっ

ていた。台東区ではパンフレットを作成して周

知を行っているが、バリアフリー整備に助成が

あること自体が知られていない可能性もある。

特に助成の利用は施工前又は購入前のものに

限ることや、工事着手前の申請が必要等という

条件があることから、バリアフリー化を検討し

た時点で市区町村に届け出がないと利用でき

ないからである。 

基礎自治体がバリアフリー法に基づくマス

タープラン・基本構想の普及が十分ではないこ

とから、さまざまな会計的メリットが利用され
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ず、国庫支出金や都支出金からの歳入予算がな

い場合も考えられる。この理由に民間建築物管

理者を含む多くの施設設置管理者との特定事

業に係る調整が必要だった点が指摘されてい

る。 

ソフト施策については、全般的な地域福祉推

進についての歳入・歳出項目がある他、高齢者

移動支援を基礎自治体が主体で行っており、

国・都から直接対応する補助事業が明確ではな

い。一方で障害者移動支援は国・都あわせ半分

程度の補助がつく違いがあった。このように移

動支援事業は、地域生活支援事業に位置づけら

れることから、具体的な取扱いは基礎自治体の

判断に応じて違いが全国的に存在することが

知られている移動支援事業に関する調査によ

れば、対象をいずれの自治体でも各種手帳の所

持や自立支援医療の受給、医師の診断等の要件

は設けられていたものの、実態としては障害種

別にかかわらず利用されていること、自治体に

よっては通院での利用は不可とする自治体も

あり、運用上の制限に差異も見られるという指

摘もある。 

事例の台東区では、高齢者・障害者両方の移

動支援の利用数を比較すると高齢者の利用が

圧倒的に多く、基礎自治体には地域需要に応じ

た会計予算確保の役割があるといえる。 
 

Ｅ．結論 

本研究では、研究の最終年度としてこれまで

に構築した地域分析用統合データベースの拡

充と可視化資料の追加・更新を行い、地域・病

院の類型化に重点を置いて研究を行った。その

結果としてその結果として人口をほぼ２分す

る大都市型圏域・地方都市型圏域における差異

を示すとともに、全人口の１割が居住する過疎

地域型圏域における課題を明らかにした。今後

はこうした地域の類型化と共に、各圏域におけ

る病院の医療機関機能についての検討を行い、

有効な地域医療構想の策定につなげることが

重要と考えられた。また交通網・都市整備事例

と補助金についての地域事例調査においては、

バリアフリー法に関連した実態資料の調査を

行い、医療アクセシビリティの維持および改善

には、都市全体機能との協調をはかりながら、

医療機関との結節点における整備が鍵となる

ことが示された。今後はこうした研究の成果を

踏まえて新たな地域医療構想の策定に向けて

各地域での調整を行うことが重要と考えられ

る。 
 

Ｆ．健康危険情報 
なし 
 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 
なし 

2. 実用新案登録 
なし 

3. その他 
特になし 
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図１ 厚労省 DPC 調査(R04/2022) 
MDC 別病床数に DPC 対象病床数と傷病別オープンデータに示される割合を追加した資料 
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/MDC_1 

 

図２ 厚労省 DPC 調査(R04/2022) 
傷病別・手術ありの症例数について範囲を区切って地図上に表示する資料 
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet17 

 

https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/MDC_1
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet17
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図３ 厚労省 DPC 調査(R04/2022) 
病院の月あたり症例数の下限を指定して、施設数と症例数の合計を表示する資料 
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet30 

 

図４ 厚労省 DPC 調査(R04/2022) 
地域を指定して傷病別の施設数・症例数の実数を表示する資料 
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet30 

 

https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet30
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet30


9 

図５ 厚労省 DPC 調査(R04/2022) 
地域を指定して傷病別の施設数・症例数について病院の診療規模別の構成を示す資料 
https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet34_1 

  

図６ 2022(R04)病床機能報告：施設票職員数 
職種別職員数の円グラフにより病院の位置を表示する地図 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/map 

 

https://public.tableau.com/views/R04DPCmhlw/sheet34_1
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/map
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図７ 2022(R04)病床機能報告：施設票職員数 
都道府県別の職員数：２次医療圏のドリルダウンが可能（東北地方の２次医療圏別集計を例示） 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet1 

 

図８ 2022(R04)病床機能報告：施設票職員数 
職種別・都道府県別の職員数：設置主体での絞り込みが可能（国立病院機構を例示） 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet2 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet1
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet2
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet2
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図９ 2022(R04)病床機能報告：施設票職員数 
都道府県別に圏域別職種別職員数を表示する資料 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet3 

 

図 10 2022(R04)病床機能報告：施設票職員数 
都道府県別・２次医療圏別職種別・施設別職員数 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet4 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet3
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet4
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図 11 2022(R04)病床機能報告：施設票職員数 
施設別・職種別職員数 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet5 

 

図 12 2022(R04)病床機能報告：病棟票 
入退院経路別の円グラフによる病院マップ 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/map- 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-HospStaff/sheet5
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/map-
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図 13 2022(R04)病床機能報告：病棟票 
２次医療圏別施設別患者数および病床機能区分別患者数 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/- 

 

図 14 2022(R04)病床機能報告：病棟票 
地域を絞り込んで病院の入退院経路を示す資料 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/- 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/-
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図 15 2022(R04)病床機能報告：病棟票 
病院の病床機能と入退院経路別・入院種別の患者数 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/-_2 

 

図 16 社人研人口推計(2023) 
２次医療圏の人口規模 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/2 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Wards/-_2
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/2
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図 17 社人研人口推計(2023) 
２次医療圏の人口と高齢化率の変化 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet13 

 

図 18  2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
２次医療圏の地域類型 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet2_1 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet13
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet2_1
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図 19 社人研人口推計(2023) 
２次医療圏の類型化地図 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/map 

 

図 20 社人研人口推計(2023) 
将来推計人口：大都市型２次医療圏 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/map
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2
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図 21 社人研人口推計(2023) 
将来推計人口：地方都市型２次医療圏 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2 

 

図 22 社人研人口推計(2023) 
将来推計人口：過疎地域型２次医療圏 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2
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図 23 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
大都市型２次医療圏の病院医師数：全国 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5 

 

図 24 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
地方都市型２次医療圏の病院医師数：九州地方 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5
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図 25 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
過疎地域型２次医療圏の病院医師数：九州地方 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5 

 

図 26 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
２次医療圏の人口と人口密度、病院医師数の総計と最も医師数が多い病院の規模：地方都市型 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1


20 

図 27 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
２次医療圏の人口と人口密度、病院医師数の総計と最も医師数が多い病院の規模：過疎地域型 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1 

図 28 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
医師数規模別の職員数・機能別病床数 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet4_1 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet4_1
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図 29 2022(R04)病床機能報告：医師数と入院受入 
２次医療圏別・医師数規模別の救急車受入、夜間・時間外/休日受診からの入院患者数 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet6 

 

図 30 運転時間による診療圏：2022 急性期入院医療施設/有料道路利用あり 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022tollSEacute/map 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet6
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022tollSEacute/map


22 

図 31 運転時間による診療圏：2022 急性期入院医療施設/有料道路利用なし 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022freeSEacute/map 

 

図 32 入院医療へのアクセス：地域類型と病院医師数/2022(R04)病床機能報告 
最寄りの病院までの運転時間 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/map? 

 

https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022freeSEacute/map
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/map
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図 33 入院医療へのアクセス：地域類型と病院医師数/2022(R04)病床機能報告 
有料道路の利用の有無によるアクセシビリティの比較資料 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/map2? 

 

図 34 入院医療へのアクセス：地域類型と病院医師数/2022(R04)病床機能報告 
施設の常勤換算医師数により病院を絞り込んだ場合のアクセシビリティの比較資料 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/map3MD 

 

https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/map2
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/map3MD
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図 35 入院医療へのアクセス：地域類型と病院医師数/2022(R04)病床機能報告 
医師数の条件別に２次医療圏の地域類型別にアクセシビリティを比較する資料 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/MD 

 

図 36 入院医療へのアクセス：地域類型と病院医師数/2022(R04)病床機能報告 
設定した医師数の条件に従い、地域類型別・２次医療圏別にアクセシビリティを比較する資料 
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/area 

 

https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/MD
https://public.tableau.com/views/MeshBKH2022acuteNmd/area
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図 37 地域医療分析用統合データべース：病院向け資料ガイド 
地域・病院を予め選択して、多様な資料から必要なデータを確認するためのガイド 
https://public.tableau.com/views/RHAdbMenu/sheet0 

 

https://public.tableau.com/views/RHAdbMenu/sheet0
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

分担研究報告書 

地域の類型化に関する検討 

研究分担者 村松 圭司（産業医科大学 公衆衛生学教室 准教授） 

 石川ベンジャミン光一（国際医療福祉大学大学院 医学研究科 教授） 

研究要旨 

2040 年に向けて新たな地域医療構想を策定し、その推進を図るうえでは、各構想区域がも

つ特徴を踏まえた議論が必要となる。本研究では、新たな地域医療構想等に関する検討会

において示された人口・人口密度に基づく地域の類型化手法を用いて各類型が持つ特徴を

明らかにすることを目的として、将来推計人口、病院機能報告における病院の常勤換算医

師数についての分析を行った。その結果として人口をほぼ２分する大都市型圏域・地方都

市型圏域における差異を示すとともに、全人口の１割が居住する過疎地域型圏域における

課題を明らかにした。今後はこうした地域の類型化と共に、各圏域における病院の医療機

関機能についての検討を行い、有効な地域医療構想の策定につなげることが重要と考えら

れる。 

 
Ａ．研究目的 

2040 年に向けて新たな地域医療構想を策定

し、その推進を図るうえでは、各構想区域がも

つ特徴を踏まえた議論が必要となる。本研究で

は、新たな地域医療構想等に関する検討会にお

いて示された人口・人口密度に基づく地域の類

型化手法を用いて、各類型が持つ特徴を明らか

にすることを目的として、将来推計人口、病院

機能報告における病院の常勤換算医師数につ

いての分析を行った。 

Ｂ．研究方法 

1. 推計人口データベースの構築 

2020年～2050年までの人口推計については

国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別

将来推計人口（令和５（2023）年推計） 1を利

用した。また 2015 年人口については、国立社

会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推

計人口（平成 30（2018）年推計）2を使用した。

 

1 https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyos
on23/t-page.asp 

2 https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyos
on18/t-page.asp 

なお 2018 年に市政変更が行われた福岡県那賀

川町は那珂川市に読み替えている。 

2. ２次医療圏の地域類型 

2024 年度に開催された新たな地域医療構想

等に関する検討会において構想区域の人口動

態についての検討で用いられた３つの地域区

分 3－大都市型、地方都市型、過疎地域型－に

従い、各２次医療圏を分類した。 

3. ２次医療圏地図の作成 

２次医療圏地図については、国土数値情報 

 
 
3 第９回新たな地域医療構想等に関する検討会(2

024/09/30)：資料２ 新たな地域医療構想につ

いて（入院医療、在宅医療、構想区域等） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/ 
001309842.pdf 

大都市：100 万人以上 あるいは 2,000 人/㎢以上 
地方都市：20 万人以上 あるいは 10-20 万人かつ

200 人/㎢以上 
1) 過疎地域：上記以外 

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/%0b001309842.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/%0b001309842.pdf
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行政区域データ令和 3(2021）年 1 月 1 日時点 4

および国土数値情報湖沼データ平成 17 2005）
年 9 月 1 日時点 5を利用して地図ポリゴンを作

成後、mapshaper6を利用してデータの軽量化

を行った。なお、市区町村と２次医療圏の対応

表については、e-Gov データポータルの２次医

療圏データ 7を利用した。 

【注意事項】いわき・相双医療圏については

浜通り地区として合算した人口を示した。 

4. ２次医療圏の医師数 

2022(令和４年)病床機能報告の報告結果 8

のうち、施設票および様式１病棟票のデータ

を利用した。 

5. 分析・可視化に用いたソフトウェア 

可視化に際しては BI ツールの一つである

Tableau 9を利用し、データの統合処理には

Tableau Prep を用いた。集計結果はインター

ネット上において無償で利用可能なデータ可

視化基盤である Tableau public により公開す

る形とした。 

Ｃ．研究結果 

1. ２次医療圏の人口規模 

2020 年国勢調査に基づき２次医療圏の人口

規模について可視化した資料を図１に示す。人

口が最も多かった横浜医療圏には 377.75 万人

が居住しており、人口が 100 万人を超える２次

医療圏は 25 圏域合計 4,118 万人で全国の人口

の約 33%を占める。その一方で人口が 20 万人

未満の医療圏は 160 圏域で全国の医療圏の約

半数を占めている。これらの圏域には 1,575 万

人(全国の 12.5%)が居住しており、さらに人口

が少ない 10 万人未満の医療圏は 87 圏域、525
万人(同 4%)であった。 
 

4 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjT
mplt-N03-v3_0.html 

5 https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjT
mplt-W09-v2_2.html 

6 https://mapshaper.org/ 
7 https://data.e-gov.go.jp/data/dataset/mhlw_2

0150115_0041 
8 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b

unya/open_data_00011.html 
9 http://www.tableausoftware.com/ja-jp 

2. ２次医療圏の人口と高齢化率の変化 

2015 年から 2050 年までの人口(横軸、対数

目盛)と高齢化率(縦軸、65 歳以上)を図２に示

す。人口が 100 万人以上の医療圏では人口はあ

まり減少せずに高齢化が進行する。これに対し

て 100 万人未満の医療圏では、人口減少も顕著

になる。また、2050 年における高齢化率は、

現在の人口で 20 万人、50 万人を境として高ま

り、それぞれ最大で 60%、50%に至ることが示

されている。なお、2023 年度推計では東京都

を中心として国外からの人口流入による人口

増加が仮定されていることに注意が必要であ

る。 

3. ２次医療圏の人口類型と将来の人口 

人口と人口密度に従い、大都市型、地方都市

型、過疎地域型に２次医療圏を類型化するグラ

フ・表を図３に、全国地図を図４に示す。335
の２次医療圏の内訳は、大都市型 48 圏域、地

方都市型 156 圏域、過疎地域型 131 圏域であっ

た。 

図５は大都市型２次医療圏を全体としてみ

た場合の将来推計人口を示したものであり、

2020 年と 2040 年をハイライトしている。総人

口は 5,749 万人から 5,549 万人に約 3.5%の減

少となっており、75 歳以上の人口は 761 万人

から 932 万人に 22.5%増加する、他方で 15-64
歳の人口は 3,608万人から 3,229万人に 10.5%
減少し、75 歳以上に対する生産年齢人口は１

対 4.7 から 3.5 へと減少する。また 15 歳未満

の人口は 678 万人から 575 万人へと 15%減少

する。 

図６は同様に地方都市型２次医療圏を全体

としてみたものである。総人口は 5,737 万人か

ら 4,915 万人に約 14.3%の減少となっており、

75 歳以上の人口は 878 万人から 1,066 万人に

21.4%増加する、他方で15-64歳の人口は3,312
万人から 2,597 万人に 21.6%減少し、75 歳以

上に対する生産年齢人口は１対 3.8 から 2.4 へ

と減少する。また 15 歳未満の人口は 701 万人

から 496 万人へと 29%減少する。 

図７は同様に過疎地域型２次医療圏を全体

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-v2_2.html
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-W09-v2_2.html
https://mapshaper.org/
https://data.e-gov.go.jp/data/dataset/mhlw_20150115_0041
https://data.e-gov.go.jp/data/dataset/mhlw_20150115_0041
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00011.html
http://www.tableausoftware.com/ja-jp
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としてみたものである。総人口は 1,128 万人か

ら 820 万人に約 27.3%の減少となっており、75
歳以上の人口は 222 万人から 230 万人に 3.6%
増加する、他方で 15-64 歳の人口は 589 万人か

ら 388 万人に 34.1%減少し、75 歳以上に対す

る生産年齢人口は１対 2.7 から 1.7 へと減少す

る。また 15 歳未満の人口は 124 万人から 70
万人へと 44%減少する。 

4. ２次医療圏の人口類型と病院医師数 

大都市型２次医療圏の病院医師数を図８に

示す。また九州地方の２次医療圏の病院医師数

について、図９に地方都市型、図 10 に過疎地

域型をそれぞれ示す。なお、大都市型と地方都

市型の図８、図９では医師数が 100 人以上の施

設をハイライトしており、図 10で医師数が100
人以上病院は JOHAS 熊本労災病院(熊本県八

代２次医療圏)のみであった。 

大都市型の２次医療圏では例外なく医師数

100 人以上の病院が存在し、多い圏域ではその

ような施設が 10 を超えているところもある。

また、多くの人口から生じる医療需要を満たす

ため、より小規模の病院が多数存在している。 

その一方で九州地方の地方都市型の２次医

療圏(30)の中には医師数 100人以上の病院がな

い圏域も 14 ある。図 11 上段中央のグラフでは

人口(横軸)が 20 万人未満の医療圏では地域の

病院医師数の合計が 200 人未満の圏域があり、

上段右側のグラフでは最も医師数の多い病院

でも 50 人未満であり、中には医師数 20 人程度

の病院が２次医療圏のトップとなっている圏

域がある。また九州地方の過疎地域型の２次医

療圏を示した図 12 では、八代２次医療圏を除

いたすべての圏域の総医師数が 200 人未満で、

最も医師数が多い病院の規模が 50 人以上は 9
圏域、中には最も医師数の多い病院が 20 人未

満である医療圏が 4 圏域あった。 

Ｄ．考察 

本研究では、新たな地域医療構想等に関する

検討会において示された基準に従い、現在の人

口と人口密度に基づいて地域の類型化を行い、

今後予想される人口の変化と病院の医師数規

模に注目した分析を行った。その結果として、

大都市型、過疎地域型の圏域に我が国の人口が

大きく２分される一方で、生産年齢人口につい

ては 2040 年に団塊ジュニアの世代が退職を迎

えても 20-40 歳代の人口の減少が少ない大都

市圏と、減少幅の大きな地方都市の間に顕著な

差が認められた。こうした大都市と地方都市の

差は人口の移動、特に再生産年齢の女性の流出

の影響が大きいものと考えられる。 

また過疎地域型の医療圏は現状で 1,128 万

人と総人口(1 億 2,615 万人)の約１割を占めて

いるものの、2040 年に向けて極端な高齢化、

生産年齢の縮小と少子化を経験することにな

る。こうした地域については、隣接する圏域と

医療圏を統合したとしても、規模の経済の恩恵

を受けられるほどには人口は増加しないため、

2030 年から始まる次期の医療計画期間に向け

ては医師数をはじめとする地域の医療資源の

確保しつつ、地域内で完結可能な医療の内容を

慎重に見定める必要がある。 

なお、2024 年 12 月 18 日に公表された新た

な地域医療構想等に関する検討会のとりまと

め 10では、構想区域ごとに確保すべき高齢者救

急･地域急性期機能､在宅医療等連携機能､急性

期拠点機能､専門等機能と、広域な観点で確保

すべき医育及び広域診療機能について、医療機

関機能として医療機関から都道府県に報告す

る仕組みの創設が含まれている。こうした医療

機関機能を裏付けるものとして病院の医師数

は大きな影響力を持つ。本研究では病床機能報

告のデータを用いて常勤換算医師数を 100 人、

50 人、20 人及び 10 人を閾値として区分して

検討したが、総医師数が 100 人を超えるような

医療機関は全国に 509 施設に限られており、そ

の半数(264 施設)は大都市型医療圏(48 圏域)に
集中している(図３)。今後の検討にあたっては、

医師数規模に基づいて各病院が提供する入院

医療の内容について傷病別の診療範囲の観点

から検討することにより、地域における各病院

の医療機能をより具体的に把握することが可

 

10 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.
html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
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能となり、新たな地域医療構想の策定に役立つ

ものと考えられる。 

Ｅ．結論 

本研究では人口と人口密度に基づいて２次

医療圏の類型化を行い、大都市型、地方都市型、

過疎地域型の３つの区分における今後の人口

変化や医療提供の基礎となる病院医師数の状

況についての検討を行った。その結果として人

口をほぼ２分する大都市型圏域・地方都市型圏

域における差異を示すとともに、全人口の１割

が居住する過疎地域型圏域における課題を明

らかにした。今後はこうした地域の類型化と共

に、各圏域における病院の医療機関機能につい

ての検討を行い、有効な地域医療構想の策定に

つなげることが重要と考えられる。 

Ｆ．健康危険情報 
特になし 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 
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なし 
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なし 
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3. その他 
なし

図１ ２次医療圏の人口規模 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/2 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/2
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図２ ２次医療圏の人口と高齢化率の変化 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet13 

図３ ２次医療圏の地域類型 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet2_1 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet13
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet2_1
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図４ ２次医療圏の類型化地図 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/map 

図５ 将来推計人口：大都市型２次医療圏 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/map
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2
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図６ 将来推計人口：地方都市型２次医療圏 

 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2 

図７ 将来推計人口：過疎地域型２次医療圏 

 
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2 

https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2
https://public.tableau.com/views/EstPop2023/sheet2
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図８ 大都市型２次医療圏の病院医師数：全国 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5 

図９ 地方都市型２次医療圏の病院医師数：九州地方 

 
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5
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図 10 過疎地域型２次医療圏の病院医師数：九州地方 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5 

図 11 ２次医療圏の人口と人口密度、病院医師数の総計と最も医師数が多い病院の規模 

九州地方/地方都市型２次医療圏 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet5
https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1
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図 12 ２次医療圏の人口と人口密度、病院医師数の総計と最も医師数が多い病院の規模 

九州地方/過疎地域型２次医療圏 

 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1 

https://public.tableau.com/views/2022R04-HospFuncSurvey-Staffing1MD/sheet1
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 
分担研究報告書 

医療機関アクセシビリティ改善につながる自治体会計予算 

分担研究者：石田 円（国際医療福祉大学 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 講師） 
 
研究要旨 
◯研究目的：都道府県・市区町村の一般会計を中心に、医療機関アクセシビリティの改善
に適応可能な支援制度の財源・法制的関連を明らかにすることを目的とする。 
◯研究方法：文献検索および事例研究 
◯研究結果： 
国は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）があり、
国庫補助金が医療機関を含むアクセシビリティの改善対応に利用可能となる。広域自治
体（都道府県）での一般会計は総務費、都市整備費、福祉費、保健医療費に医療機関と関
連する項目があり、特に医療機関へのアクセシビリティの観点では都市整備費を中心と
したインフラの維持確保予算が中心となる。基礎自治体（市区町村）では広域自治体から
の支出金予算や単独予算による助成金を交付している。助成金の一部では基礎自治体に
よる交付要綱の整備、都道府県からの権限委譲が進み、法令−都道府県条例−市区町村行
政計画が連動しているものもある。 
◯結論： 医療アクセシビリティの維持および改善には、都市全体機能との協調をはかり
ながら、医療機関との結節点における整備が必要となる。整備には特に各種資源（人：補
助・援助＋対象の理解、モノ：施設・設備、情報：掲示・アナウンス・教育）を対象とし
た継続的な金銭的支援が必要となるため、今後とも国−都道府県−市区町村の有機的連
動が求められる。 

 
A. 研究背景・目的 
医療機関のアクセシビリティを改善する
には、居住地区と医療機関とを含む街全体
の移動において、シームレスな整備・支援の
構築が必要とされている。 
法令的には高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律（以下、バリアフリ
ー法）がある。本法は 1994 年制定のハート
ビル法、2000 年の交通バリアフリー法を統
合し 2006 年制定されたものであり、これに

基づき公共交通機関、建築物、道路等のバリ
アフリー整備が進んだ経緯がある。しかし、
施設別の整備がなされ移動の連続性を欠く
状況が問題となっていた。 
そこで 2018 年（平成 30年）の改正では、
公共交通事業者等のバリアフリーに関する
ハード・ソフト取組計画の作成・公表、取組
状況等の報告・公表が義務化された。次ぐ
2020年（令和２年）は、移動等円滑化に係
る「心のバリアフリー」の観点の施策を盛り
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こみ、ソフト対策を強化することを目的と
した再改定が行われるなど、世の情勢に合
わせ変化を続けている。 
本研究では、国―広域自治体―基礎自治体
がどのような会計予算に基づきバリアフリ
ーを中心とした整備・支援を行っているか
について実態資料をもとに調査した内容を
報告する。 
 

B. 研究方法 
東京都および台東区を事例として、関連す
る会計資料等の文献を調査する。 
 

C. 結果 
(1) バリアフリー法と会計予算の関連 
バリアフリー法では国の基本方針に基づ
き、基礎自治体（市区町村）が移動等円滑化
促進方針（以下、マスタープラン）により自
治体の将来像や長期的な発展の方向を明示、
移動等円滑化促進地区を設定することを掲
げている。これに加えバリアフリー基本構
想（以下、基本構想）という具体的な事業を
位置づけた計画 1により、移動等円滑化に係
る基本的な方針を明示、重点整備地区が定
められる。これらの取り組みにより、重点的
かつ一体的な整備を行う枠組みが設けられ
ている 2。 
マスタープラン・基本構想と 2つの内容が
存在する理由としては、既存の施設等のバ
リアフリー化と、相当数の高齢者、障害者等
が利用する旅客施設、官公庁施設等多様な
施設（生活関連施設）を結ぶ経路の面的・一
体的なバリアフリー化を図る点にある。な
ぜなら新設・新築を行う一定の施設等は、移
動等円滑化基準への適合義務が課せられる
ことから自ずとバリアフリー化が図られる。

一方で基準への適合義務が課されない既存
の施設等も、基本構想に特定事業として定
めることで対応ができる。また、施設の境界
等でバリアフリー整備が不連続になること
を防ぐため、協議会等により施設管理者相
互の連携・調整の必要性からである。 
マスタープラン作成のメリットとして、事
業に関する調整の容易化、バリアフリーマ
ップ作成等の円滑化、届出制度による交通
結節点における施設間連携の推進に加え、
社会資本整備総合交付金等の重点配分の対
象となることが明示されている。同様に基
本構想作成のメリットにも、公共交通特定
事業計画に係る地方債の特例、道路、公園等
及び鉄道駅のバリアフリー化事業に対する
交付金・補助金の重点配分、公共施設等適正
管理推進事業債（ユニバーサルデザイン事
業） の活用、道路、公園等及び鉄道駅のバ
リアフリー化事業に対する交付金・補助金
の重点配分の対象になるものもある。つま
り国は法令に基づくマスタープラン・基本
構想策定を条件として、自治体に一定の会
計予算メリットを提示している。 
ただしマスタープラン・基本構想の普及は
十分とはいえない。令和５年７月末時点の
調査 3によれば、マスタープラン作成済み市
区町村が 40、基本構想策定済み市区町村
322 と、全国市区町村（1741 自治体）から
みると少ない数に留まっている。 
なおバリアフリー移動等円滑化促進方針
（マスタープラン）・バリアフリー基本構想
と名称が類似するものに、都市計画マスタ
ープランも存在している。こちらはバリア
フリー法ではなく都市計画法第18条の2に
基づく内容であり、本稿では取り上げてい
ない。 
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(2) 一般会計予算のスキーム 
一般会計は、国や地方公共団体（都道府県、
市区町村）の基本的な歳入・歳出を管理する
会計である。通常の広範な政策や行政活動
について、一般的な行政サービス（教育、福
祉、治安など）に必要な経費を賄う目的にな
っている。 
国の一般会計の歳入は租税及び印紙収入 
が最大で約 69.6 兆円（全体の約 62%）であ
る。内訳は所得税が約 17.9 兆円（15.9%） 
、法人税が約 17.0 兆円（15.1%）、消費税が
約 23.8兆円（21.2%）その他の税収が約 10.9
兆円（9.7%）である。対して歳出は社会保
障関係費に約 36.9 兆円（32.8%）と歳出の
最大規模となる。社会保障関係費には年金、
医療、介護、子育て支援がある。他、国債費
が約 25.3兆円（22.5%）、地方交付税交付金
等が約 16.3 兆円（14.5%）、防衛関係費、約
7.0兆円（6.2%）4となっている。 
事例とする東京都は全国の中でも予算規
模が大きく、都税収入の割合が高い自治体
であることから、一般会計において裁量の
ある予算支出を選択する余地がある。また
台東区を含む東京 23 区の特別区制度によ
り、区が自治体として独自に歳入（住民税な
ど）を確保し運営し、特別区と東京都は、財
源配分（財政調整制度） を通じて歳入を調
整している点に特徴がある。 
東京都の令和 5 年度年次財務報告書 5によ
れば、歳入は都税 63,451億円（都の歳入全
体の 71.3%）、国庫支出金 6,616億円（7.4%）、
繰入金 2,109億円（2.4%）、都債 2,293億円
（2.6%）その他 13,878 億円（15.6%）であ
る。対して歳出は、社会福祉、子育て支援、
高齢者福祉などにあてる民生費 2 兆 9,144
億円（歳出全体の 31.7%）、都市整備、交通

インフラの維持・管理にかかる土木費 1 兆
4,837 億円（16.1%）、行政運営や公共施設
の維持管理にかかる総務費 1 兆 1,234 億円
（12.2%）、医療政策や公衆衛生施策に関連
する衛生費 6,428 億円（7.0%）など、民生
費・土木費・総務費・衛生費等の歳出項目が
医療機関との関連を持つ。この他、教育費
8,206 億円（8.9%）、公債費 6,812 億円
（7.4%）、労働費 3,182 億円（3.5%）、農林
水産業費 1,024 億円（1.1%）、その他経費
（商工費・議会費・消防費など）4兆 717 億
円（44.3%）となっている。 
特にバリアフリー法に基づく施策は、国庫
支出金（国庫補助金）による対応、広域自治
体（都道府県）のパスを通じた基礎自治体
（市区町村）への支出金（補助金）が存在し、
補助金には事業名を関した要綱が整備され
ている（たとえば、東京都鉄道駅総合バリア
フリー推進事業費補助金要綱 6など）。 
 

(3) 法令と広域自治体への連続性 
① ハード施策関連 
バリアフリー法が医療機関を含めた街の
アクセシビリティ改善に影響を与えるの
は、これらの建築物や公共交通機関に対し
て一定の整備基準を設ける点にある。建築
物移動等円滑化基準（義務基準）では、最
低限満たすべき基準を規定している。これ
に加え建築物移動等円滑化誘導基準（誘導
基準）があり、より高い水準を目指す建築
物に適用される他、行政の認定を受けるこ
とで特例措置（容積率の緩和など）を受け
られる仕組みがある。 
バリアフリー法における建築物は、建築物
を学校、共同住宅、事務所など、多数が利用
する建築物を特定建築物（令第 4 条）とし



39 

て定めている。医療機関（病院・診療所）は
この中に含まれることから、医療機関であ
るだけで一定の基準が要件とされているこ
とになる。もう一方は特別特定建築物（令第
5 条）として、特定建築物に加えて不特定多
数の者が利用、主として高齢者・障害者が利
用する建築物があり、より公共性が高い建
築物が対象となる。特別特定建築物では地
方公共団体の条例により、対象用途の追加、
規模の基準引き下げ、条件の強化が可能と
なるなどより地域性にあった基準への変更
余地が設けられている。このように、広域自
治体は条例を通じて一定の整備基準を提示
する役割をもっている。 
事例の東京都は、平成 7年 4月に東京都福
祉のまちづくり条例、平成 16年 7月の東京
都ハートビル条例（現：東京都建築物バリア
フリー条例、以下、バリアフリー条例。）を
施行している。条例における建築物は、都市
施設と特定都市施設等の名称で分類されて
いる。都市施設は多数の者が利用する建築
物であり、医療機関（病院、無床診療所、有
床診療所、助産所、施術所、薬局）が該当す
る。都市施設の場合は、施設を所有または管
理する人への整備基準は努力義務に留まる。
一方、特定都市施設は都市施設のうち規則
で定める種類及び規模の施設が該当し、新
設又は改修時の整備基準への適合遵守義務
になる点などはバリアフリー法と大きく相
違はない。 
ただし東京都福祉のまちづくり条例では
バリアフリー条例に比べ、より広範に対象
とする建築物の用途や規模を定めるととも
に、「観覧席・客席」と「公共的通路」とい
ったバリアフリー条例にはない整備項目を
設けている 7など、バリアフリー法にかから

ない詳細な対応がある点に特徴がある。 
 
② ソフト施策関連 
バリアフリー法は従来共施設や交通機関
における整備などハード施策が中心であっ
たところ、特に 2020 年改定で強調されてき
たのがソフト施策である。この他、ユニバー
サルデザイン 2020 行動計画（平成 29 年 2
月関係閣僚会議決定）でも、公共交通事業者
等の接遇向上（職員・社員を対象とした研修
やマニュアルの整備）が求められている。加
えて令和６年４月１日からの障害者差別解
消法の一部改正法の成立・施行に伴い、事業
者に対し社会的障壁の除去の実施について
必要かつ合理的な配慮をすることが義務付
けられ、障害の定義 8にも複数の具体的な提
示がなされてきたところである。 
東京都では福祉保健区市町村包括事業（包
括補助事業）により、保健医療政策、福祉政
策事業がそれぞれ存在している。高齢者対
策は、市区町村老人福祉計画（老人福祉法第 
20 条の８第１項）、市区町村介護保険事業
計画（介護保険法第 117 条第１項）との関
連、障害者対策は市区町村障害者計画（障害
者基本法第 11 条第３項）、市区町村障害福
祉計画（障害者総合支援法第 88 条第１項）
など、種々の法令を根拠として広域自治体
―基礎自治体での計画に組み込まれる。 
 

(4) 広域自治体から基礎自治体への連続性 
事例：東京都台東区 

東京都台東区は、障害者や高齢者など全区
民を対象として、平成 3年 10 月に台東区福
祉のまちづくり整備要綱（以下、区福まち要
綱。）を施行してきた。同区では東京都の条
例に先駆け、まちづくりを対象とした整備
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要項がある 9。加えて、「医療機関等に向け
たバリアフリー整備助成金」10として、医療
機関へのアクセシビリティ改善に対応可能
な名称を用いた補助施策を行ってきた事例
でもある。 
 台東区は東京 23 区にあり特別区の位置づ
けとなる。この歳入には国庫支出金、都支出
金、税収による歳入により一般会計予算が
作られている。以降は台東区の平成 29 年度
〜令和 5 年度の東京都台東区各会計 主要
施策の成果説明書 11 12 13 14 15 16 17の歳
入・歳出項目のうち、バリアフリー関連など
アクセシビリティ改善使途との対応が明瞭
な事業名称を中心に調査した内容を要約す
る。 
 
① 福祉のまちづくり関連支出 
歳出項目として（款）民生費―（項）社会
福祉費―（目）社会福祉総務費に、福祉のま
ちづくり推進〔行政計画〕、および福祉のま
ちづくり助成〔行政計画〕がある。この他歳
入項目には、都支出金（都補助金）として福
祉のまちづくり委任事務費がある。 
福祉のまちづくり推進に対する支出は、高
齢者・障害者疑似体験、VR を活用した発達
障害の疑似体験疑似体験実施委託料等に利
用されるなど、心のバリアフリーに関連し
て住民理解の促進に充てられている。 
助成については、個別の助成額は不明であ
るが、多い年でも 30 万円程度であり、平成
30 年度の 1 件、令和元年度の 2件、令和 3
年度の 2 件、令和 4 年度の 1 件と、7 年間
合計で 6件である。なお助成のない年度は、
使途にパンフレット用紙購入 2,682 円（令
和 2 年度）、リーフレット郵送料 12,410 円
（令和 5年度）の支出のみとなる。 

この他の歳出では、令和 3・5 年度には建
築費・大規模建築物等指導事務にも福祉の
まちづくりパンフレット等印刷費の支出が
確認できる。 

 
 
この他の都支出金には、高齢者対策補助事
業に令和 3 年度までの住宅改修給付（補助
率 10/10・1/2）があり、（款）民生費―（項）
社会福祉費―（目）老人福祉費の項目で住宅
改修給付〔行政計画〕が対応していた。しか
し、令和 4 年度以降は住宅改修給付等と同
等程度の都支給金額が「かがやき長寿ひろ
ば入谷等」への給付に切り替えられ、高齢者
対策補助事業に住宅改修給付の項目がなく
なっていた。 

 
 
② 社会資本整備総合交付金を含む住宅費

のバリアフリー支援 
国庫支出金の社会資本整備総合交付金は
総務費・衛生費・土木費等と多方面に及ぶ補
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助金であるが、特にアクセシビリティ改善
に関連するのは土木費補助金のマンション
共用部分バリアフリー化支援である。 
同内容は歳出項目（款）土木費―（項）住
宅費にあるマンション修繕支援〔行政計画〕
に含まれる。件数は平成 29 年度に 3 件、平
成 30 年度・令和元年度各 2 件、令和 2 年
度・令和 5 年度各 1 件、7 年間の合計で 9
件の実績である。 

 
 
③ 都市整備費のバリアフリー関連支出 
歳出項目（款）土木費―（項）都市整備費で
の関連項目は、バリアフリーの推進〔行政計
画〕と鉄道駅総合バリアフリー推進事業助
成〔行政計画〕の 2 項目である。 
 バリアフリーの推進〔行政計画〕の詳細は、
バリアフリーマップ情報配信業務委託料等
（平成 29 年度、令和 2・３年度）の他、浅
草橋駅周辺まちづくり基礎調査業務委託料
等（平成 29 年度）、台東区バリアフリー基
本構想改定に向けた調査支援業務委託料等
（令和元年度）、バリアフリー基本構想改定
支援業務委託料（令和 3年度）、バリアフリ
ー特定事業計画改定支援業務委託料（令和
4 年度）、バリアフリー化状況調査委託料等
（令和 5 年度）など、バリアフリーの状況
調査や基本構想を策定・改定するための事

業に対して継続的な支出がある。 
鉄道駅総合バリアフリー推進事業は、JR上
野駅及び御徒町駅ホーム柵整備に対する助
成（平成 29年度）、JR 御徒町駅ホーム柵等
整備に対する助成（平成 30 年度）、JR 上野
駅エレベーター整備に対する助成（令和元
年度）、JR 浅草橋駅可動式ホーム柵整備に
対する助成（令和 3 年度）である。予算規
模も大きく、都支出金（都補助金）により
1/2が補助されている。 

 
 
歳出項目（款）土木費―（項）道路橋りょう
費―（目）道路新設改良費では、道路の舗装
改良、安全・安心な道づくり〔行政計画〕の
2 項目がある。安全・安心な道づくり〔行政
計画〕の歩道バリアフリー化はここ近年 3
〜9 億円程度の規模で支出されてきたが、
道路の舗装改良は比較的少額予算である。 
一方、土木費補助金（都支出金）にも道路の
バリアフリー化事業費の他、安全・安心な道
づくりに対する補助金を含む項目からの補
助があるが、補助率は年度により変動があ
る。たとえば、都支出金の土木費補助金は令
和元年度の都市計画交付金として、上野駅
公園口周辺整備及び安全・安心な道づくり
等に対する補助金に約 4600 万円の補助が
ある他は、少額の補助に留まる。道路のバリ
アフリー化事業費に関しても、平成 29・30・
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令和元年度まで一定の補助があったものの、
令和 2 年度以降は低下している。 

 

 
④ 福祉施策・ソフト関連施策 
福祉施策については、歳入項目の（款）都
支出金―（項）都補助金―（目）民生費補助
金には 2 項目に対応する補助金で一定の補
助が行われてきた。歳出項目は（款）民生費
―（項）社会福祉費において、社会福祉協議
会運営、福祉ボランティア育成・活動支援 
〔行政計画〕の 2項目がある。 
福祉ボランティア育成・活動支援について
は、都の補助金では高齢社会対策包括補助
事業費として「高齢社会」を含む事業名称に
括られる。一方、特別区歳出では社会福祉協
議会助成として社会福祉協議会運営、福祉
ボランティア育成・活動支援 〔行政計画〕
を束ねる関係から福祉推進全般に対応され
ると考えられる。 

 

 
移動支援に関しては、歳出項目（款）民生

費―（項）社会福祉費―（目）老人福祉費に
おいて高齢者移送サービスが行われている
が、事業名称に国庫支出金や都支出金の直
接対応のある補助金は確認できていない。 
なお台東区の高齢者移送サービス 18は、

区内在住の 65 歳以上、（1）介護保険で要介
護 3・4・5 の認定を受けている方、（2）常
時車いすを利用している方、（3）寝たきり
状態の方について、病院への入退院、通院、
転院、施設への入退所の際に、車いす等で乗
降できるリフト付福祉タクシーを利用の際
に、費用の一部を区が負担するサービスで
ある。過去より年間約 3000〜5000 回程度
の利用実績が確認できる。 

 
この他、障害者移動支援は、歳出項目（款）
民生費―（項）社会福祉費―（目）心身障害
者福祉費に障害者移動支援〔行政計画〕があ
る。同事業名称は国庫支出金、都支出金にも
存在し、概ね半額を国・都から補助される。
人数規模は高齢者対象の 20 分の 1 程度だ
が予算は約 15 倍となる。ただし精神障害者
支援については別歳出項目となり、（款）衛
生費―（項）公衆衛生費―（目）精神保健費
⑵ 精神障害者障害福祉サービスの移動支
援事業がある。支出規模は年間約 150 万円、
利用人数が 78 人（平成 29 年度）〜141 人
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（令和 5年度）となっている。 

 
D. 考察 
広域自治体の一般会計歳出では、民生費・
土木費・総務費・衛生費等の歳出項目、総務
費、都市整備費、福祉費、保健医療費におい
て医療機関と関連する項目がある。特にア
クセシビリティ改善に利用されるのは、民
生費補助金が対応する福祉関連施策、土木
費・都市整備費に関するインフラの維持確
保予算が対応していると考えられる。 
東京都の一般会計（歳出）にも国庫支出金
として国からの委託による予算も一部ある
が、事業委託費や調査費の利用であり直接
的な支出項目にならない。これは都道府県
が市町村の作成する移動円滑化促進方針や
重点整備地区の計画を支援する役割を担う
ためであり、計画策定や事業実施の補助金
や技術支援に予算が割り当てられる点に起
因すると考えられる。 
また基礎自治体（市区町村）の一般会計歳
出には、国および都道府県からの支出金予
算を含む補助金があるもの（マンション共
用部バリアフリー支援、バリアフリー事業
費、）や個別の事例に助成金を交付している
ものもあった（福祉のまちづくり助成）。助
成金は市区町村ごとの交付要綱の整備、都
道府県からの権限委譲（条例の事務処理特
例制度）が進み、国：法令−広域自治体：条
例−基礎自治体：行政計画の連動が機能し

ていると考えられた。 
ただしハード側面の支援において個別の
助成件数が確認できたのは、福祉のまちづ
くり助成、マンション共用部分バリアフリ
ー化支援など７年間の調査のうちいずれも
数件に留まっていた。台東区ではパンフレ
ットを作成して周知を行っているが 19 20、
バリアフリー整備に助成があること自体が
知られていない可能性もある。特に助成の
利用は施工前又は購入前のものに限ること
や、工事着手前の申請が必要等という条件
があることから、バリアフリー化を検討し
た時点で市区町村に届け出がないと利用で
きないからである。 
基礎自治体がバリアフリー法に基づくマ
スタープラン・基本構想の普及が十分では
ないことから、さまざまな会計的メリット
が利用されず、国庫支出金や都支出金から
の歳入予算がない場合も考えられる。この
理由に民間建築物管理者を含む多くの施設
設置管理者との特定事業に係る調整が必要
だった点が指摘されている 21。 
 ソフト施策については、全般的な地域福
祉推進についての歳入・歳出項目がある他、
高齢者移動支援を基礎自治体が主体で行っ
ており、国・都から直接対応する補助事業が
明確ではない。一方で障害者移動支援は国・
都あわせ半分程度の補助がつく違いがあっ
た。このように移動支援事業は、地域生活支
援事業に位置づけられることから、具体的
な取扱いは基礎自治体の判断に応じて違い
が全国的に存在することが知られている 22。
移動支援事業に関する調査 23によれば、対
象をいずれの自治体でも各種手帳の所持や
自立支援医療の受給、医師の診断等の要件
は設けられていたものの、実態としては障
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害種別にかかわらず利用されていること、
自治体によっては通院での利用は不可とす
る自治体もあり、運用上の制限に差異も見
られるという指摘もある。 
事例の台東区では、高齢者・障害者両方の
移動支援の利用数を比較すると高齢者の利
用が圧倒的に多く、基礎自治体には地域需
要に応じた会計予算確保の役割があるとい
える。 
 

E. 結論 
医療アクセシビリティの維持および改善
には、都市全体機能との協調をはかりなが
ら、医療機関との結節点における整備が必
要となる。整備には特に各種資源（人：補
助・援助＋対象の理解、モノ：施設・設備、
情報：掲示・アナウンス・教育）を対象とし
た継続的な金銭的支援が必要となるため、
今後とも国−都道府県−市区町村の有機的
連動が求められる。 
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特になし 
 
G. 研究発表 
1. 論文発表 
なし 
2. 学会発表 
石田円,医療機関アクセシビリティ改善の
利用可能予算・補助金の関連,日本医療マネ
ジメント学会第 25 回東京支部学術集
会,2025 
 
H. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
なし 
2. 実用新案登録 
なし 
3. その他 
特になし 

 
（引用・参考文献） 
 
1 国土交通省 移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン
3/3 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390905.pdf 
2 国土交通省 移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン
1/3 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390902.pdf 

3 国土交通省 移動等円滑化促進方針・基本構想作成予定等調査結果（令和５年７月末時
点）https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001748193.pdf 
4 総務省 令和 6 年度一般会計予算 歳出・歳入の構成
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.pdf?utm_source=chatgpt.com 
5 令和 5年度（2023 年度）東京都年次財務報告書
https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/kessan/r5/5nenjizaimuhoukokusho 
6 東京都鉄道駅総合バリアフリー推進事業費補助金交付要綱 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/jouhou/pdf/hojyoshisyutsu_r4_02_06.pdf 
7 東京都都市整備局 建築物のバリアフリーの取組について 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390905.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390902.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001748193.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/kessan/r5/5nenjizaimuhoukokusho
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/jouhou/pdf/hojyoshisyutsu_r4_02_06.pdf


45 

 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html 
8 国土交通省 移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン 
参考資料編 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390903.pdf 
9 台東区ホームページ 福祉のまちづくり これまでの経緯
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/kenchiku/kenchikukakunin/machizukuri.htm
l 

10 台東区ホームページ 医療機関等に向けたバリアフリー整備助成金
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/fukushi/fukushiseibijosei.html 
11 台東区 平成 29 年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/h29kessann.files/H29seikasetumeisyozenn
hann.pdf 
12 台東区 平成 30 年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/h30kessann.files/H30seikasetumeisyozenn
hann.pdf 
13 台東区 令和元年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r1kessann.files/R1seikasetumeisyozennhan
n.pdf 
14 台東区 令和 2年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r2kessann.files/R2seikasetumeisyozennhan
n.pdf 
15 台東区 令和 3年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r3kessann.files/R3seikasetumeisyozenhann
.pdf 
16 台東区 令和 4年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r4kessan.files/R4seikasetumeisyozennhann
.pdf 
17 台東区 令和 5年度 東京都台東区各会計 主要施策の成果説明書
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r5kessan.files/R5seikasetumeisyozennhann
.pdf.pdf 
18 台東区ホームページ 高齢者移送サービス 
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/serviceannai/kyuuhujosei/isousa-bisu.html 
19 台東区ホームページ 福祉のまちづくり整備助成リーフレット
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/fukushi/fukushiseibijosei.files/R5fukum
achi.pdf 
20 台東区ホームページ マンション共用部分バリアフリー化支援助成制度パンフレット
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/sumai/bunjo/manshonbariafree.files/baria.pdf 
21 別府知哉,バリアフリーマスタープラン制度の活用実態について, 福祉のまちづくり研

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001390903.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/kenchiku/kenchikukakunin/machizukuri.html
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/kenchiku/kenchikukakunin/machizukuri.html
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/fukushi/fukushiseibijosei.html
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/h29kessann.files/H29seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/h29kessann.files/H29seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/h30kessann.files/H30seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/h30kessann.files/H30seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r1kessann.files/R1seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r1kessann.files/R1seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r2kessann.files/R2seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r2kessann.files/R2seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r3kessann.files/R3seikasetumeisyozenhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r3kessann.files/R3seikasetumeisyozenhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r4kessan.files/R4seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r4kessan.files/R4seikasetumeisyozennhann.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r5kessan.files/R5seikasetumeisyozennhann.pdf.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/kessan/r5kessan.files/R5seikasetumeisyozennhann.pdf.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/serviceannai/kyuuhujosei/isousa-bisu.html
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/fukushi/fukushiseibijosei.files/R5fukumachi.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/fukushi/fukushiseibijosei.files/R5fukumachi.pdf
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/sumai/bunjo/manshonbariafree.files/baria.pdf


46 

 
究,2021 年 23 巻 1 号 p. 41-45 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jais/23/1/23_41/_pdf/-char/ja 
22 神奈川県視覚障害者協会,地域生活支援事業における地域間の差異に関する調査,2011 年,  
http://npo-kanagawa.org/houkoku2011.html 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/seikabutsu3-2.pdf 
23 令和３年度障害者総合福祉推進事業 地域生活支援事業の効果的な取組を推進するため
の調査研究 事業報告書 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963449.pdf 
 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jais/23/1/23_41/_pdf/-char/ja
http://npo-kanagawa.org/houkoku2011.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/seikabutsu3-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963449.pdf


37 

研究成果の刊行に関する一覧表 
 
 
  書籍 
  

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

特になし        

 
 
 
  雑誌   

  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名   巻号  ページ   出版年 

特になし      

 



 
２０２５年 ３ 月 ２４ 日 

厚生労働大臣 
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
 
                              機関名 国際医療福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  鈴木 康裕       
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 都市機能等の整備と協調してアクセシビリティを確保しつつ 
        持続可能な医療提供体制を構築するための研究（22IA0801）  

３．研究者名 （所属部署・職名） 大学院 医学研究科・教授  

 （氏名・フリガナ） 石川 ベンジャミン光一  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
２０２５年 ３ 月 １２ 日 

厚生労働大臣 
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
 
                              機関名 産業医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 上田 陽一  
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 都市機能等の整備と協調してアクセシビリティを確保しつつ 
        持続可能な医療提供体制を構築するための研究（22IA0801）  

３．研究者名 （所属部署・職名） 医学部 准教授        

 （氏名・フリガナ） 村松 圭司 ムラマツ ケイジ        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
２０２５年 ３ 月  ２４ 日 

厚生労働大臣 
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
 
                              機関名 国際医療福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  鈴木 康裕       
 

   次の職員の(元号)  年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業 

２．研究課題名 都市機能等の整備と協調してアクセシビリティを確保しつつ 
        持続可能な医療提供体制を構築するための研究（22IA0801）  

３．研究者名 （所属部署・職名） 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部・講師  

 （氏名・フリガナ） 石田 円  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


